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定期監査の結果に基づく措置状況について（報告） 

 

 

  令和３年１０月５日付け３宗監第１３７号で通知のあった標記の件について、別

紙のとおり報告します。 

 



            定期監査の結果に基づく措置状況について（報告）       （別紙） 

 

（コミュニティ協働推進課）      定期監査実施日：令和２年１０月７日      監査対象年度：令和元年度   

指  摘  事  項 措  置  状  況 

（１）行政サービスの協働の報告について 

宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条

例第３３条第２項において、登録された市民公益活動団体が行政

サービスの協働を行い、事業報告書等が市長に提出されたときは、

事業報告書等を公開すると規定しているが、公開していないので、

適正に事務処理されたい。 

 

 

（２）宗像市市民参画等推進審議会に関する事蹟について 

宗像市市民参画等推進審議会委員の任期は２年間であり、任期

が終了してから新しい委員が委嘱されるまでの間は委員不在とな

っている。しかし、委員不在の期間であっても事前協議及び文書

発送等の活動が見受けられるので、不在の期間が生じないよう委

員を委嘱されたい。 

 

（１）行政サービスの協働の報告について 

   令和３年度以降に宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動

の推進に関する条例第３１条を根拠に行政サービスの協働を行う

場合は、事業終了後、速やかに市民公益活動団体から事業報告書

の提出を受け、コミュニティ協働推進課に提出するよう庁内に依

頼を行いました。今後は、提出された事業報告書を年度毎にとり

まとめて、ホームページ等で公開します。 

 

（２）宗像市市民参画等推進審議会に関する事蹟について 

   宗像市市民参画等推進審議会が常設であることを踏まえ、委員

不在の期間が生じないように委員の委嘱を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


